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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
消費者製品であって；
ａ）凝集したヒドロキシエチルセルロース組成物、
ｂ）消費者製品の活性成分の原料、および、
ｃ）水、
を含み、ここで該凝集したヒドロキシエチルセルロース組成物は、微粒子状のヒドロキシ
エチルセルロース、および、該微粒子状のヒドロキシエチルセルロースよりも低分子量の
ヒドロキシエチルセルロースを含み、ここで該低分子量のヒドロキシエチルセルロースは
２５℃において２％水溶液中で３５０ｍＰａ．ｓ未満の粘度を示し、該消費者製品は、製
薬、パーソナルケア（ただし口腔ケア組成物を除く）、および、家庭用ケア用途からなる
群より選択される、上記消費者製品。
【請求項２】
前記消費者製品が、ヘアーコンディショナー、スキンローション、シャンプー、コンディ
ショニングシャンプー、ボディ洗剤、床クリーナー及び食器洗い用液体より成る群から選
択される、請求項１に記載の消費者製品。
【請求項３】
前記凝集したヒドロキシエチルセルロース組成物が、４００～８００マイクロメーターの
粒度範囲を有する、請求項１又は２に記載の消費者製品。
【請求項４】
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前記低分子量のヒドロキシエチルセルロースが、２％水溶液中で、１５ｍＰａ．ｓの粘度
を示す、請求項１～３のいずれかに記載の消費者製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本願は、２００７年１月１０日付けで出願された米国仮出願第６０／８７９８５５号の
利益を主張する（この参照によりその全体が開示に含まれる）。
【０００２】
　発明の分野
　本発明は、多糖類組成物に関し、より具体的には、水中で使用した場合、非常によく分
散し、塊の形成が最小であり、さらに極めて迅速に水和して最大限の望ましい粘度に到達
することができるヒドロキシエチルセルロース組成物に関する。本発明は、消費者製品に
おける、具体的には製薬、パーソナルケア（ただし口腔ケア組成物を除く）、加えて家庭
用ケア用途におけるヒドロキシエチルセルロース組成物の使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　製薬、パーソナルケア（ただし口腔ケア組成物を除く）、加えて家庭用ケア用途のよう
な消費者製品において、洗浄、クリーニング、保護して利益を与えること、堆積および保
湿および引き締め、コンディショニング、密封性のバリアを提供すること、色付け、なら
びに、皮膚軟化効果の提供といった有用な特徴を提供する製品を配合することが周知であ
る。これらの消費者製品において、水溶性ポリマーは、最終的な組成物のためのレオロジ
ー改質剤として用いられる。これらの用途においてレオロジー改質剤として使用するのに
最良の既知の多糖類のなかでも、セルロースエーテルおよびポリガラクトマンナンのよう
な多糖類誘導体、ならびにポリガラクトマンナン誘導体生成物が挙げられる。
【０００４】
　様々な消費者製品において、水溶性ポリマーが頻繁に用いられている。それらは環境に
優しい生分解性の利点を有するが、それらが水と接触すると塊を形成して溶解にはより長
い時間がかかる傾向があるという難点がある。定義によれば、溶解はあいまいに用いられ
ている用語であり、この場合の溶解は、ポリマーが水溶液になる二つの段階を示すのに用
いられる。第一工程において、ポリマーは水溶液に分散される。ポリマーが分散するのに
要する時間は、かなりの変化しやすい要因の影響を受ける。分散は、技術、機器、ポリマ
ーの構造および界面化学に応じて、数秒もの短時間しか続かない場合もあるし、または、
数時間もの長時間続く場合もある。ポリマーが分散された後、ポリマーは水和工程を経る
。この工程において、ポリマー鎖がほぐれて、その流体力学上の体積に膨張して溶液全体
を占めるようになるが、その過程において粘性が生じる。ポリマー分子が水と接触すると
すぐに、それらは極めて迅速に膨潤して、隣接する粒子と接触しやすくなる。それらが一
緒にくっつきあって様々な大きさの塊を形成するが、この塊がそれらの水和時間を有意に
遅延させる原因となる。優れた分散は、塊の形成を最小化し、結果的に最終用途において
迅速な水和をもたらすための必要条件である。あらゆる水溶性ポリマー系において、塊の
形成は、全体の溶解時間の律速工程とみなされる。
【０００５】
　米国特許第５，８６９，０２９号は、ポリオールでの処理によって凝集した水溶性また
は水膨潤性ポリマーを含む組成物、および、練り歯磨きの製造におけるこれらの組成物の
使用を開示している。この組成物で用いられているポリオールは、糖アルコール、グリセ
ロール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、および、それらの混合物から
なる群より選択される。この組成物は、練り歯磨き調合物の製造に有用である。
【０００６】
　米国特許第６，２５８，３４２号は、口腔ケア組成物における、水または水性ポリマー
によって凝集させた水溶性または水膨潤性ポリマーの使用を開示している。この特許で説
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明されている口腔ケア組成物または歯みがき剤は、剥離剤、湿潤剤、および、水溶性ポリ
マーを含む。
【０００７】
　消費者製品において、特にパーソナルケア産業において、調合物の成分にグリオキサー
ルが存在することに関する安全性の問題がある。現在のところ、多くのヒドロキシエチル
セルロース製品（ＨＥＣ）、例えばナトロソル（Ｎａｔｒｏｓｏｌ）ＨＥＣ（ハーキュリ
ーズ社（Ｈｅｒｃｕｌｅｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ）より入手可能）、および、疎水
性修飾したヒドロキシエチルセルロース製品（ＨＭＨＥＣ）ポリサーフ（Ｐｏｌｙｓｕｒ
ｆ（Ｒ））６７ＨＭＨＥＣ（ハーキュリーズ社より入手可能）は、配合者による分散が容
易になるようにグリオキサールで表面処理したものである。グリオキサールを含まない容
易に分散させることができるポリマーによって、調合物中にグリオキサールが存在すると
問題があるようなパーソナルケアおよび家庭用ケア用途で使用するための消費者製品調合
物に、これらの材料を容易に取り込ませる状況が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第５，８６９，０２９号
【特許文献２】米国特許第６，２５８，３４２号
【発明の概要】
【０００９】
　本発明は、凝集したヒドロキシエチルセルロースの組成物に関し、ここでセルロースエ
ーテル、より具体的にはヒドロキシエチルセルロースは、凝集剤として用いられる。
　本発明はさらに、上述の凝集したヒドロキシエチルセルロース組成物の製造方法を対象
とする。
【００１０】
　本発明はさらに、製薬、家庭用ケアおよびパーソナルケア（ただし口腔ケアを除く）組
成物のような消費者製品における機能的な凝集したヒドロキシエチルセルロース組成物の
使用を対象とする。本消費者製品は、ａ）凝集したヒドロキシエチルセルロース組成物、
ｂ）消費者製品の活性成分の原料、および、ｃ）水を含み、ここで凝集したヒドロキシエ
チルセルロース組成物は、微粒子状のヒドロキシエチルセルロース、および、低分子量の
ヒドロキシエチルセルロース組成物を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１および２はそれぞれ、ハーケ（Ｈａａｋｅ）のモデルＶＴ５０１粘度計を用
いて測定した長期にわたる粘度（センチポイズ（ｃｐｓ）で示す）のプロット、加えて、
比較例１の最終粘度に基づいた所定時間での粘度（パーセンテージ）のプロットを含む。
【図２】図１および２はそれぞれ、ハーケ（Ｈａａｋｅ）のモデルＶＴ５０１粘度計を用
いて測定した長期にわたる粘度（センチポイズ（ｃｐｓ）で示す）のプロット、加えて、
比較例１の最終粘度に基づいた所定時間での粘度（パーセンテージ）のプロットを含む。
【図３】図３および４はそれぞれ、ハーケのモデルＶＴ５０１粘度計を用いて測定した長
期にわたる粘度のプロット（センチポイズ（ｃｐｓ）で示す）、加えて、比較例２の最終
粘度に基づいた所定時間での粘度（パーセンテージ）のプロットを含む。図４は、二重反
復試験を含む。
【図４】図３および４はそれぞれ、ハーケのモデルＶＴ５０１粘度計を用いて測定した長
期にわたる粘度のプロット（センチポイズ（ｃｐｓ）で示す）、加えて、比較例２の最終
粘度に基づいた所定時間での粘度（パーセンテージ）のプロットを含む。図４は、二重反
復試験を含む。
【図５】図５および６はそれぞれ、ハーケのモデルＶＴ５０１粘度計を用いて測定した長
期にわたる粘度のプロット（センチポイズ（ｃｐｓ）で示す）、加えて、実施例１の最終
粘度に基づいた所定時間での粘度（パーセンテージ）のプロットを含む。図５および６は
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いずれも、二重反復試験を含む。図５および６は、二重反復試験を含む。
【図６】図５および６はそれぞれ、ハーケのモデルＶＴ５０１粘度計を用いて測定した長
期にわたる粘度のプロット（センチポイズ（ｃｐｓ）で示す）、加えて、実施例１の最終
粘度に基づいた所定時間での粘度（パーセンテージ）のプロットを含む。図５および６は
いずれも、二重反復試験を含む。図５および６は、二重反復試験を含む。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本消費者製品産業において、特にパーソナルケア産業において、調合物の成分にグリオ
キサールが存在することに関する安全性の問題がある。現在のところ、多くのヒドロキシ
エチルセルロース製品（ＨＥＣ）（ナトロソル（Ｒ）ＨＥＣ、ハーキュリーズ社より入手
可能）、および、疎水性修飾したヒドロキシエチルセルロース製品（ＨＭＨＥＣ）（ポリ
サーフ（Ｒ）６７ＨＭＨＥＣ、ハーキュリーズ社より入手可能）は、配合者による水溶液
中への分散が容易になるようにグリオキサールで表面処理したものである。グリオキサー
ルを含まない容易に分散させることができるポリマーによって、パーソナルケア（ただし
口腔ケア組成物を除く）、製薬または家庭用ケア用途のような消費者製品に、これらの材
料を容易に取り込ませる状況が生じる。
【００１３】
　本明細書において、凝集は、個々の粒子の凝集と定義され、それにより参加する材料の
粒度の増加が起こる。
　本発明において有用な凝集したＨＥＣ材料は、米国特許第６，２５８，３４２号（参照
によりその全体を本発明に包含させる）で説明されているような凝集プロセスによって製
造してもよい。本発明において有用な凝集したＨＥＣ材料は、ＨＥＣ、好ましくは低分子
量ＨＥＣの水溶液を用いて微粒子状のＨＥＣを噴霧させることによって製造してもよい。
低分子量とは、微粒子状のＨＥＣよりも低い分子量を有するＨＥＣと定義される。好まし
い低分子量ＨＥＣは、２％水溶液中で、約３５０ｃｐｓ未満の粘度、好ましくは約１５ｃ
ｐｓの粘度を示す。この凝集操作に市販の流動層噴霧ユニットを用いてもよい。
【００１４】
　本発明において有用な凝集したＨＥＣ材料（ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＸ－ＧＦ　Ｈ
ＥＣ）のサンプルを評価して、それらの分散、水和および溶解特性を決定した。
　流動層乾燥機中で、上記ＨＥＣを５％の低分子量ＨＥＣ（低粘度ＨＥＣ水溶液（ナトロ
ソル（Ｒ）Ｌ　ＨＥＣ、ハーキュリーズ社より入手可能））と共に凝集させた。この凝集
したＨＥＣ組成物の粒度範囲４００～８００ミクロンの篩にかけたサンプルを試験した。
【００１５】
　本発明の消費者製品は、凝集したＨＥＣ組成物、消費者製品の活性成分の原料、および
、所定量の水を含む。
　本消費者製品の活性成分の原料の例としては、太陽光線（紫外線）の吸収体、日焼け止
め剤、モイスチャライザー、湿潤剤、毛髪、皮膚、爪に有益な物質、沈着剤、例えば界面
活性剤および多糖ポリマー、吸蔵剤、防湿バリア、潤滑剤、皮膚軟化剤、老化防止剤、静
電防止剤、剥離剤、抗菌剤、昆虫忌避剤、薬物送達物質、二次的なコンディショナー、剥
離剤、つや出し剤、日焼け用物質、発光物質、顔料、脱臭剤、芳香剤、増粘剤、塩、脂質
、リン脂質、疎水性の植物抽出物、ビタミン、泡安定剤、ｐＨ調節剤、保存剤、懸濁化剤
、シリコーンオイル、シリコーン誘導体、エッセンシャルオイル、油、脂肪、脂肪酸、脂
肪酸エステル、脂肪族アルコール、ワックス、ポリオール、炭化水素、集塵物質、研磨材
、染み抜き剤、再汚染防止剤、着色剤、色味を調節する物質、スクラブ剤、木材、タイル
およびその他の硬質の表面に有益な物質、自動車用トリートメント剤が挙げられる。
【００１６】
　以下の実施例は本発明を説明するのに役立つと予想され、ここで部およびパーセンテー
ジは特に他の指定がない限り重量に基づく。
【実施例】
【００１７】
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　ハーケ粘度計による試験を用いた分散特性
　ハーケのモデルＶＴ５０１粘度計を用いて、サンプルをそれらの分散（塊の形成あり／
塊の形成なし）、水和および溶解特性に関して研究した。全ての試験を脱イオン水中で、
ＦＬ１０センサーを用いて、２５℃、３００ｒｐｍで行った。
【００１８】
　比較例として、他のＨＥＣサンプル（ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＲ　ＣＳ　ＨＥＣ、
ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＸファーム（Ｐｈａｒｍ）ＨＥＣ、および、ナトロソル（Ｒ）
２５０ＨＨＸファームＨＥＣ、いずれもハーキュリーズ社より入手可能）を用いた。本発
明において有用な凝集したＨＥＣの実施例、加えて比較例を０．５％および１．０％で用
いて分散液を作製した（表１を参照）。これらの分散液を１時間または２時間のいずれか
で混合し、粘度を時間の関数として測定した（図１～６）。プロットから、ハーケ粘度計
によって測定された時間経過に伴う粘度が示され、さらに最終粘度に基づく所定時間での
粘度（％）も示される。
【００１９】
　比較例１
ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＲ　ＣＳ　ＨＥＣ（グリオキサールで処理した）：
比較例１は、０．５％および１．０％のいずれの場合でも、その１００％の最終粘度に達
するのにほぼ８０分かかった（図１および２を参照）。水和試験中にｐＨ調節は行わなか
った。
【００２０】
　比較例２
ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＸファームＨＥＣ（グリオキサールを含まない）：
０．５％濃度において、比較例２は、その１００％の最終粘度に達するのに約１２分かか
った（図３）。０．５％濃度では塊の形は観察されなかった。１．０％濃度では、その１
００％の最終粘度に達するのに約３０分かかった（図４を参照）。しかしながら、粘度増
加のほとんどは最初の５分間で起こった。１．０％溶液の実験を二連で行った。第一の実
験において、ポリマーを最初に水に添加した際に瞬間的な塊の形成が観察された。
【００２１】
　比較例３
ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＸファームＨＥＣ（グリオキサールを含まない）：
このサンプルは、０．５％レベルで試験されなかった。１．０％でこのサンプルは基準を
外れて、試験は失敗に終わった。
【００２２】
　実施例１
ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＸ－ＧＦ　ＨＥＣ（グリオキサールを含まない）、ＨＥＣを
、流動層乾燥機中で５％の低粘度ＨＥＣ水溶液（ナトロソル（Ｒ）Ｌ　ＨＥＣ、ハーキュ
リーズ社より入手可能）と共に凝集させた。
０．５％および１．０％溶液両方での試験を二連で行った。０．５％ではその１００％の
最終粘度に達するのに約１０分かり、１．０％では３０分間未満であった。塊の形は観察
されなかった（図５および６を参照）。
【００２３】
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【表１】

【００２４】
　プロペラ型ブレードミキサーによる分散特性：
以下のポリマーの溶液を１．０％濃度で製造した：
比較例４（ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＸファームＨＥＣ）；
比較例５（ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＸファームＨＥＣ）；および、
実施例２（ナトロソル（Ｒ）ＨＨＸ－ＧＦ　ＨＥＣ）。
【００２５】
　これらの溶液を、２３７ｍｌ（８オンス）のジャー、２つのプロペラ型ブレード（４５
０ｒｐｍ）で、脱イオン水を用いて、周囲温度条件で製造した。
　実施例２（ナトロソル（Ｒ）ＨＨＸ－ＧＦ　ＨＥＣを、流動層乾燥機中で５％の低粘度
ＨＥＣ水溶液（ナトロソル（Ｒ）Ｌヒドロキシエチルセルロース、ハーキュリーズ社より
入手可能）と共に凝集させた）を脱イオン水に最初に添加した場合、塊の形は観察されな
かった。
【００２６】
　比較例４（ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＸファームＨＥＣ、ハーキュリーズ社より入手可
能）を用いたところ、かなり大きい塊の形成が起こった。この塊は、２時間混合した後で
も溶解しなかった。
【００２７】
　比較例５（ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＸファームＨＥＣ、ハーキュリーズ社より入手
可能）を脱イオン水に添加したところ、最初のうちは重度の小さい塊の形成が起こったが
、この物質は１分未満で溶解した。
【００２８】
　その他の物理的な観察
　比較例４（ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＸファームＨＥＣ）；－微粉末であり、その容器
中で塊を形成しやすかった（流動しにくい）；
　比較例５（ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＸファームＨＥＣ）－微細な顆粒状の材料であ
り、固化せず、乾燥状で流動しやすかった；および、
　実施例２（ナトロソル（Ｒ）ＨＨＸ－ＧＦ　ＨＥＣ）－目の粗い顆粒状であり、乾燥状
で流動しやすかった。
【００２９】
　本発明において有用な凝集したヒドロキシエチルセルロースの組成物（凝集したＨＥＣ
、ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＸ－ＧＦ）は、比較例４および５のファームグレードの製
品で発生した塊形成の問題を起こすことなく、優れた分散性および溶解性を示した。
【００３０】
　実験手順：
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　試験した材料は以下の通りである：
（実施例３）、流動層乾燥機中で５％の低粘度ＨＥＣ水溶液（ナトロソル（Ｒ）Ｌヒドロ
キシエチルセルロース、ハーキュリーズ社より入手可能）と共に凝集させた分散性ナトロ
ソル（Ｒ）２５０ＨＨＸ－ＧＦ　ＨＥＣ；
（比較例４）ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＸ－ファームＨＥＣ；
（比較例５）ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＸ－ファームＨＥＣ；および、
（比較例１）ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＲ－ＣＳ　ＨＥＣ。
【００３１】
　各ポリマーの含水量は、１０５℃でザルトリウス（Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ）のモデルＭＡ
－３０水分計を用いて決定した：
（実施例３）分散性ナトロソル２５０ＨＨＸ－ＧＦ、１．６８％の水分；
（比較例４）ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＸ－ファームＨＥＣ、３．４３％の水分；
（比較例４）ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＸ－ファームＨＥＣ、３．８８％の水分；
（比較例５）ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＸ－ファームＨＥＣ、３．２６％の水分；およ
び、
（比較例１）ナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨＲ－ＣＳ　ＨＥＣ、４．６１％の水分。
【００３２】
　各調合物中のポリマーの重量をその含水量に応じて調節した。
　ＦＬ１０センサーを備えたハーケのモデルＶＴ－５０１粘度計で水和試験を行った。回
転速度は、３００ｒｐｍであった。溶液のバッチサイズは、４００ｇであった。測定プロ
グラムを様々な長さの８つの時間区分に分けた；各区分の期間中に、５０の測定値を得た
。これらの試験において、以下のプログラムを用いた：
１時間の試験の場合：－５分間／５分間／５分間／５分間／１０分間／１０分間／１０分
間／１０分間；合計で１時間。
２時間の試験の場合：－５分間／５分間／１０分間／２０分間／２０分間／２０分間／２
０分間／２０分間；合計で２時間。
（第一の区分において、－５分間は、センサーが時間区分中ずっと徐々に回転速度を増す
のではなく即座に特定の速度で回転するように規定された）。
【００３３】
　ハーケのプログラムのパラメーターを設定した後に、循環水槽から、２５℃に維持した
５００ｍｌのジャケット付きビーカーに水を入れた。センサーを降下させてビーカーに入
れて、ビーカーの底部から約０．６～１．３ｃｍ（４分の１インチ～２分の１インチ）の
位置になるようにし、センサーのシャフト上に乾燥した粉末が蓄積しないように、わずか
に中心から外れた位置に設置した。センサーの回転を開始させ、生じた渦にポリマーを迅
速に添加した。続いてビーカー中でセンサーを中央に置いた。既定の時間になるまで上記
プログラムを行った。
【００３４】
　試験溶液の電荷は以下の通りであった：
【００３５】
【表２】

【００３６】
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【表３】

【００３７】
【表４】

【００３８】
　実施例４－ヘアーコンディショナー：
　ヘアーコンディショナーの実施例を、前記の実施例で説明した凝集したＨＥＣを用いて
製造した。
【００３９】
　成分：
実施例３に記載の凝集したＨＥＣ、
比較例１、
比較例５、
セチルアルコール：クローダ製のクロダコール（Ｃｒｏｄａｃｏｌ）Ｃ９５ＮＦ、
塩化カリウム：ＶＷＲ、
ミリスチン酸イソプロピル：ステパン（Ｓｔｅｐａｎ）製のステパンＩＰＭ、
保存剤：ＩＳＰ製のガーマベン（Ｇｅｒｍａｂｅｎ）ＩＩ。
【００４０】
　ヘアーコンディショナーを以下の比率で製造した：
１８７．５ｇの脱イオン水、
２．５０ｇの実施例３に記載の凝集したＨＥＣ、
４．００ｇのセチルアルコール、
１．００ｇの塩化カリウム、
４．００ｇのミリスチン酸イソプロピル、
１．００ｇの保存剤。
【００４１】
　実施例３に記載の凝集したＨＥＣを水の渦に添加し、完全に溶解するまで混合した。続
いてこの溶液を水槽中で６５℃に加熱した。続いてセチルアルコールを添加し、均一に混
合されるまで混合した。続いてこの溶液を５０℃に冷却し、塩化カリウムを混合しながら
添加した。続いてこの溶液にミリスチン酸イソプロピルを添加し、均一になるまで混合し
、コンディショナーを製造した。
【００４２】
　コンディショナーのｐＨを、５％クエン酸および／または５％水酸化ナトリウム溶液を
用いて５．２５～５．５の間に調節した。最終的なコンディショナー製品は、滑らかで全
くゲルを含まないことが観察された。コンディショナー製品の最終粘度は、９，６００ｃ
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【００４３】
　実施例３に記載の凝集したＨＥＣを比較例５で置き換えることによって、実施例４のコ
ンディショナーの製造を再度行った。最終的な比較コンディショナー製品はわずかなゲル
を含んでいたことが観察された。最終的な比較コンディショナー製品の粘度は、ゲルのた
めに測定されなかった。
【００４４】
　実施例３に記載の凝集したＨＥＣを比較例１で置き換えることによって、比較コンディ
ショナーの製造を再度行った。このコンディショナーは、わずかな小さいゲルを含んでい
た。最終的な比較コンディショナー製品の粘度は、９，０００ｃｐｓであった。
【００４５】
　実施例５－スキンローション：
　スキンローションの実施例を、前記の実施例で説明した凝集したＨＥＣを用いて製造し
た。
【００４６】
　成分：
グリセリン：スペクトラム（Ｓｐｅｃｔｒｕｍ）製のＵＳＰグレードのもの、
ステアリン酸グリコール：ステパン製のケスコ（Ｋｅｓｓｃｏ（Ｒ））ＥＧＭＳ、
ステアリン酸：ウイトコ社（Ｗｉｔｃｏ　Ｃｏｒｐ）製のインダストレン（Ｉｎｄｕｓｔ
ｒｅｎｅ（Ｒ））５０１６、
ミネラルオイル：ペンレコ（Ｐｅｎｒｅｃｏ）製のドラケオール（Ｄｒａｋｅｏｌ（Ｒ）
）７、
アセチル化ラノリン：リポ・ケミカルズ（Ｌｉｐｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）製のリポラン
（Ｌｉｐｏｌａｎ（Ｒ））９８、
セチルアルコール：クローダ社製のクロダコール（Ｒ）Ｃ９５、
トリエタノールアミン：９９％のアクロス（Ａｃｒｏｓ）、
実施例３に記載の凝集したＨＥＣ：ヒドロキシエチルセルロース－ハーキュリーズ社より
入手可能なナトロソル（Ｒ）２５０ＨＨ－ＧＦ　ＨＥＣ、
比較例１、
比較例５、
保存剤：ＩＳＰ社（ＩＳＰ　Ｃｏｒｐ）製のガーマベン（Ｒ）ＩＩ。
【００４７】
　スキンローションを以下の比率で製造した：
【００４８】
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【表５】

【００４９】
　スキンローションを以下の手法を用いて製造した：ＩＩ部分に記載の成分をビーカー中
で混合し、８０℃に加熱した。別のビーカー中で、Ｉ部分に記載の成分を混合し、８０℃
に加熱した。続いてＩ部分の混合物をＩＩ部分の混合物に混合しながら添加した。別の第
三のビーカー中で、ＩＩＩ部分の成分を混合し、続いて８０℃でＩ部分およびＩＩの混合
物に混合しながら添加した。続いて、実施例３に記載の凝集したＨＥＣを、Ｉ、ＩＩおよ
びＩＩＩ部分からなる混合物の渦に添加した。混合を約１０分間続け、続いてこの混合物
を４０℃に冷却させた。この混合物が４０℃に冷却したら、エマルジョンのｐＨを６．０
～６．５に調節し、続いて保存剤を添加し、この混合物をさらに混合しながら室温まで冷
却させ、最終的なスキンローションを得た。
【００５０】
　最終的なスキンローションは、滑らかで全くゲルを含まないことが観察された。スキン
ローションの最終粘度は、１３４００ｃｐｓであった。
　比較するために、実施例３に記載の凝集したＨＥＣを比較例５に記載のグリオキサール
で処理したＨＥＣで置き換えることによって、実施例５に記載のスキンローションを製造
する手法を繰り返した。比較例５に記載のグリオキサールで処理したＨＥＣを、Ｉ、ＩＩ
およびＩＩＩ部分からなる混合物に添加したところ、最初のうちは多少の塊の形成が起こ
り、比較例５に記載のグリオキサールで処理したＨＥＣは、本発明において有用な実施例
３の凝集したＨＥＣと比較したところ、溶解にそれより長い時間かかることが観察された
。得られた比較用スキンローションは、ゲルを全く含んでいなかった。比較用スキンロー
ションの最終粘度は、１８，８００ｃｐｓであった。
【００５１】
　比較するために、実施例３に記載の凝集したＨＥＣを比較例１に記載のグリオキサール
で処理したＨＥＣで置き換えることによって、実施例５に記載のスキンローションを製造
する手法を再度繰り返した。比較用スキンローションにおいて、比較例１に記載のグリオ
キサールで処理したＨＥＣを溶解させるのに十分な量の熱が必須であり、その他の点にお
いて、実施例３に記載の凝集したＨＥＣと比較してより長い混合時間が必要であることが
観察され、さらに、得られた比較用スキンローションは、滑らかであることが観察された
。比較用スキンローションの最終粘度は、１０，６００ｃｐｓであった。
【００５２】
　実施例６－コンディショニングシャンプー
　コンディショニングシャンプーの実施例を、前記の実施例で説明した凝集したＨＥＣを
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用いて製造した。
【００５３】
　成分：
ラウレス硫酸ナトリウム２ＥＯ（ＳＬＥＳ）：コグニス（Ｃｏｇｎｉｓ）製のテキサポン
（Ｔｅｘａｐｏｎ（Ｒ））Ｎ７０ＮＡ、
ココアミドプロピルベタイン（ＣＡＰＢ）：コグニス製のベルベテックス（Ｖｅｌｖｅｔ
ｅｘ（Ｒ））ＢＡ３５、
ヤシ油脂肪酸のジエタノールアミド：コグニス製のコンパーラン（Ｃｏｍｐｅｒｌａｎ（
Ｒ））ＣＯＤ、
実施例３に記載の凝集したＨＥＣ（ヒドロキシエチルセルロース－ナトロソル（Ｒ）２５
０ＨＨ－ＧＦ　ＨＥＣ、ハーキュリーズ社より入手可能）、
比較例１、
比較例５、
カチオン性グアー：Ｎ－ハンス（Ｎ－Ｈａｎｃｅ（Ｒ））３２０５、アクアロン（Ａｑｕ
ａｌｏｎ）製のカチオン性グアー、
シリコーンエマルジョン：ダウ・コーニング（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ）製のダウ・コー
ニング１７８４、
保存剤：ＤＭＤＭヒダントイン、ロンザ（Ｌｏｎｚａ）製のグライダント（Ｇｌｙｄａｎ
ｔ（Ｒ））。
【００５４】
　コンディショニングシャンプーを以下の比率で製造した：
　１４６．３６ｇの脱イオン水、
　３４．２４ｇのラウレス硫酸ナトリウム２ＥＯ（ＳＬＥＳ）、
　６．００ｇのココアミドプロピルベタイン（ＣＡＰＢ）、
　４．００ｇのヤシ油脂肪酸のジエタノールアミド、
　２．００ｇの実施例３の凝集したＨＥＣ、
　０．４０ｇのカチオン性グアー、
　６．００ｇのシリコーンエマルジョン、
　１．００ｇの保存剤。
【００５５】
　コンディショニングシャンプーを以下の手法を用いて製造した：カチオン性グアーを水
の渦に添加した。カチオン性グアーを３０分間混合し、続いてこのカチオン性グアー混合
物に実施例３に記載の凝集したＨＥＣを添加し、追加の３０分間混合した。続いてこの混
合物に、上記の列挙の残りの成分を列挙した順番で添加した。それに続くそれぞれの添加
の間に、この混合物が均一に見えるようになるまで混合を継続した。ラウレス硫酸ナトリ
ウムを添加した後は、より長い混合時間が必要であった。最終的なコンディショニングシ
ャンプーのｐＨを、クエン酸を用いて５．０～５．５に調節した。最終的なコンディショ
ニングシャンプーは、滑らかで不透明であり、全くゲルを含まないことが観察された。最
終的なコンディショニングシャンプーは、約８５００ｃｐｓの粘度を有していた。
【００５６】
　比較するために、実施例３に記載の凝集したＨＥＣを比較例５に記載のグリオキサール
で処理したＨＥＣで置き換えることによって、実施例６に記載のコンディショニングシャ
ンプーを製造する手法を繰り返した。最終的な比較用コンディショニングシャンプーは、
比較的大きいゲルをわずかに含んでいた。最終的な比較用コンディショニングシャンプー
の粘度は１５，８００ｃｐｓであった。
【００５７】
　比較するために、実施例３に記載の凝集したＨＥＣを比較例１に記載のグリオキサール
で処理したＨＥＣで置き換えることによって、実施例６に記載のコンディショニングシャ
ンプーを製造する手法を再度繰り返した。最初のうちは、実施例３に記載の凝集したＨＥ
Ｃが溶解したように比較例１のＨＥＣポリマーは溶解しなかった。最終的な比較用コンデ
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ィショニングシャンプーは、安定で不透明であり、７５００ｃｐｓの粘度を有することが
観察された。
【００５８】
　実施例７－シャンプー
　シャンプーの実施例を、前記の実施例で説明した凝集したＨＥＣを用いて製造した。
成分：
　ラウレス硫酸ナトリウム３ＥＯ（ＳＬＥＳ）：ステパン製のステオール（Ｓｔｅｏｌ（
Ｒ））ＣＳ３３０
　ココアミドプロピルベタイン（ＣＡＰＢ）：ステパン製のアンフォソル（Ａｍｐｈｏｓ
ｏｌ（Ｒ））ＣＡ
　ラウロイルサルコシン酸ナトリウム：クローダ社製のクロダシニック（Ｒ）ＬＳ－３０
　実施例３に記載の凝集したＨＥＣ（ヒドロキシエチルセルロース－ナトロソル（Ｒ）２
５０ＨＨ－ＧＦ　ＨＥＣ、ハーキュリーズ社より入手可能）
　比較例１、
　比較例５、
　保存剤：ローム・アンド・ハース（Ｒｏｈｍ　＆　Ｈａａｓ）製のケーソン（Ｋａｔｈ
ｏｎ（Ｒ））ＣＧ。
【００５９】
　シャンプーを以下の比率で製造した：
　１２６．０６ｇの脱イオン水、
　３９．２０ｇのラウレス硫酸ナトリウム３ＥＯ（ＳＬＥＳ）、
　１３．３４ｇのココアミドプロピルベタイン（ＣＡＰＢ）、
　１９．２０ｇのラウロイルサルコシン酸ナトリウム、
　２．００ｇの実施例３に記載の凝集したＨＥＣ、
　００．２０ｇの保存剤。
【００６０】
　シャンプーを以下の手法を用いて製造した：成分を列挙した順番で水の渦に添加した。
それぞれを添加した後、成分を均一に混合するためにこの溶液を混合した。最終的なシャ
ンプーは、滑らかでわずかに濁っており、ゲルを全く含んでいなかった。シャンプーの最
終粘度は、約６，０００ｃｐｓであった。
【００６１】
　比較するために、実施例３に記載の凝集したＨＥＣを比較例５に記載のグリオキサール
で処理したＨＥＣで置き換えることによって、実施例７に記載のシャンプーを製造する手
法を繰り返した。比較例５に記載のグリオキサールで処理したＨＥＣは、溶解するのに実
施例３に記載の凝集したＨＥＣよりも長い時間を要し、最初のうちは多少の塊の形成が観
察された。最終的な比較用シャンプーは、滑らかでわずかに濁っており、ゲルを全く含ん
でいなかった。比較用シャンプーの最終粘度は、約６，０００ｃｐｓであった。
【００６２】
　比較するために、実施例３に記載の凝集したＨＥＣを比較例１に記載のグリオキサール
で処理したＨＥＣで置き換えることによって、実施例７に記載のシャンプーを製造する手
法を再度繰り返した。最初のうちは、比較例１に記載のグリオキサールで処理したＨＥＣ
は、実施例３の凝集したＨＥＣが溶解したように溶解しなかった。最終的な比較用シャン
プーは、わずかにきめが粗く、わずかに濁っており、ゲルを全く含んでいなかったことが
観察された。比較用シャンプーの最終粘度は、約５，９００ｃｐｓであった。
【００６３】
　実施例８－ボディ洗剤
　ボディ洗剤の実施例を、前記の実施例で説明した凝集したＨＥＣを用いて製造した。
　成分：
　実施例３に記載の凝集したＨＥＣ（ヒドロキシエチルセルロース－ナトロソル（Ｒ）２
５０ＨＨ－ＧＦ　ＨＥＣ、ハーキュリーズ社より入手可能）、
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　比較例１、
　比較例５、
　ラウレス硫酸ナトリウム（ＳＬＥＳ）：ステパン製のステオール（Ｒ）ＣＳ３３０、
　ココアミドプロピルベタイン（ＣＡＰＢ）：ステパン製のアンフォソル（Ｒ）ＣＡ、
　カチオン性グアー：ハーキュリーズ社より入手可能なアクアキャット（ＡｑｕａＣａｔ
（Ｒ））ＣＧ、
　メチルグルセス２０：ノベオン（Ｎｏｖｅｏｎ）製のグルカム（Ｇｌｕｃａｍ（Ｒ））
Ｅ２０、
　保存剤：ロンザ製のグライダント（Ｒ）。
【００６４】
　ボディ洗剤を以下の比率で製造した：
１０２．００ｇの脱イオン水、
２．００ｇの実施例３に記載の凝集したＨＥＣ、
８４．００ｇのラウレス硫酸ナトリウム（ＳＬＥＳ）、
６．００ｇのココアミドプロピルベタイン（ＣＡＰＢ）、
４．０ｇのカチオン性グアー、
１．０ｇのメチルグルセス２０、
１．００ｇの保存剤。
【００６５】
　ボディ洗剤を以下の手法を用いて製造した：実施例３に記載の凝集したＨＥＣを、撹拌
器によって発生した水の渦に添加した。続いて、残りの成分を溶液の渦に上記で列挙した
順番で添加し、それに続く各添加の間に均一に混合させるために所定時間を置いた。最終
的なボディ洗剤のｐＨを、クエン酸を用いて５．０～６．０に調節した。最終的なボディ
洗剤は、滑らかでわずかに濁っており、ゲルを全く含んでいなかったことが観察された。
最終的なボディ洗剤の粘度は、約６，２００ｃｐｓであった。
【００６６】
　比較するために、実施例３に記載の凝集したＨＥＣを比較例５に記載のグリオキサール
で処理したＨＥＣで置き換えることによって、実施例８に記載のボディ洗剤を製造する手
法を繰り返した。比較例５に記載のグリオキサールで処理したＨＥＣは、最初のうちは完
全に溶解しなかった。最終的な比較用ボディ洗剤は、滑らかでわずかに濁っており、ゲル
を全く含んでいなかったことが観察された。最終的な比較用ボディ洗剤の粘度は、約６，
８００ｃｐｓであった。
【００６７】
　比較するために、実施例３に記載の凝集したＨＥＣを比較例１に記載のグリオキサール
で処理したＨＥＣで置き換えることによって、実施例８に記載のボディ洗剤を製造する手
法を再度繰り返した。最初のうちは、比較例１に記載のグリオキサールで処理したＨＥＣ
は、実施例３に記載の凝集したＨＥＣが溶解したように溶解しなかった。最終的な比較用
ボディ洗剤は、わずかにざらざらした、わずかに濁っており、ゲルを全く含んでいなかっ
たことが観察された。最終的な比較用ボディ洗剤の粘度は、約５，０００ｃｐｓであった
。
【００６８】
　実施例９－シャンプー（ＨＥＣを後で添加した）
　シャンプーの実施例を、前記の実施例で説明した凝集したＨＥＣを用いて製造した。こ
の実施例は、本発明の凝集したＨＥＣが、シャンプーにＨＥＣを後で添加することによっ
て製品を安定化することが可能かどうかを決定するために製造した。
【００６９】
　成分：
実施例３に記載の凝集したＨＥＣ（ヒドロキシエチルセルロース－ナトロソル（Ｒ）２５
０ＨＨ－ＧＦ　ＨＥＣ、ハーキュリーズ社より入手可能）、
比較例１、
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比較例５、
ラウレス硫酸ナトリウム（ＳＬＥＳ）：ステパン製のステオール（Ｒ）ＣＳ３３０、
ココアミドプロピルベタイン（ＣＡＰＢ）：ステパン製のアンフォソル（Ｒ）ＣＡ、
カチオン性グアー：ハーキュリーズ社製のアクアキャット（Ｒ）ＣＧグアー、
メチルグルセス２０：ノベオン製のグルカム（Ｇｌｕｃａｍ（Ｒ））Ｅ２０、
保存剤：ロンザ製のグライダント（Ｒ）。
【００７０】
　シャンプーを以下の比率で製造した：
１０２．００ｇの脱イオン水、
８４．００ｇのラウレス硫酸ナトリウム（ＳＬＥＳ）、
６．００ｇのココアミドプロピルベタイン（ＣＡＰＢ）、
４．０ｇのカチオン性グアー、
１．０ｇのメチルグルセス２０、
２．００ｇの実施例３に記載の凝集したＨＥＣ、
１．００ｇの保存剤。
【００７１】
　上記成分を、撹拌器によって発生した水の渦に列挙した順番で添加し、各添加の間に均
一に混合させるために所定時間を置いた。最終的なシャンプーのｐＨを、クエン酸を用い
て５．０～６．０に調節した。最終的なシャンプーは、滑らかでわずかに濁っており、ゲ
ルを全く含んでいなかったことが観察された。最終的なシャンプーの粘度は、約６，１０
０ｃｐｓであった。
【００７２】
　比較するために、実施例３に記載の凝集したＨＥＣを比較例５に記載のグリオキサール
で処理したＨＥＣで置き換えることによって、実施例９に記載のシャンプーを製造する手
法を繰り返した。比較例５に記載のグリオキサールで処理したＨＥＣは、完全に溶解しな
かった。最終的な比較用シャンプーは、ゲル層を有していた。最終的な比較用シャンプー
の粘度は、約７，２００ｃｐｓであった。
【００７３】
　比較するために、実施例３に記載の凝集したＨＥＣを比較例１に記載のグリオキサール
で処理したＨＥＣで置き換えることによって、実施例９に記載のシャンプーを製造する手
法を再度繰り返した。比較例１に記載のグリオキサールで処理したＨＥＣは溶解しなかっ
た。最終的な比較用シャンプーは、ゲル層を有していた。最終的な比較用シャンプーの粘
度は、ゲル層のために測定されなかった。
【００７４】
　この実施例から、実施例３に記載の凝集したＨＥＣは、シャンプーに添加しても安定な
シャンプー製品が作製できることが示されたが、一方で、比較例１および５の比較のため
のグリオキサールで処理したＨＥＣでは、シャンプー製品に後で添加した場合、安定なシ
ャンプー製品が得られなかった。
【００７５】
　実施例１０－床クリーナー
　前記の実施例で説明した凝集したＨＥＣを用いて床クリーナーの実施例を製造した。
　成分：
ダイズ油、メチルエステル：ステパン製のステポソル（Ｓｔｅｐｏｓｏｌ（Ｒ））ＳＢ－
Ｗ、
Ｄ－リモネン：フロリダ・ケミカル社（Ｆｌｏｒｉｄａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）、
脂肪アルカノミド（ｆａｔｔｙ　ａｌｋａｎｏｍｉｄｅ）：ステパン製のニノール（Ｎｉ
ｎｏｌ（Ｒ））１１－ＣＭ、
トリエタノールアミン：アクロス、
プロピレングリコール、
実施例３に記載の凝集したＨＥＣ（ヒドロキシエチルセルロース－ナトロソル（Ｒ）２５
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０ＨＨ－ＧＦ　ＨＥＣ、ハーキュリーズ社より入手可能）、
保存剤：ＤＭＤＭヒダントイン、ロンザ製のグライダント（Ｒ）。
【００７６】
　床クリーナーを以下の比率で製造した：
【００７７】
【表６】

【００７８】
　床クリーナーを以下の手法を用いて製造した：Ｉ部分に記載の成分を上記で列挙した順
番で合わせ、各添加の間に約１０分間混合した。
　続いてこの混合物に、脱イオン水を非常にゆっくり添加し、この混合物を約１時間混合
を継続し、混合速度を成分が十分に混合されるように調節した。最後にプロピレングリコ
ールを添加し、得られた混合物を、均一に見えるようになるまで約３０分間混合した。そ
れにより、Ｉ部分に記載の床クリーナー濃縮物が得られた。
【００７９】
　ＩＩ部分を製造するために、実施例３に記載の凝集したＨＥＣを、脱イオン水を混合し
ながら添加した。この溶液を約１５分間混合し、続いてこの溶液に保存剤のＤＭＤＭヒダ
ントインを添加した。この混合物を約５分間混合した。
【００８０】
　ＩＩＩ部分（Ｉ部分およびＩＩ部分を合わせたもの）。床クリーナー濃縮物（Ｉ部分）
を、実施例３に記載の凝集したＨＥＣ溶液（ＩＩ部分）に添加した。この溶液を約１５分
間混合して、最終的な床クリーナーを得た。
【００８１】
　床クリーナーの最終粘度は４７６０ｃｐｓであり、そのｐＨは９．１６であった。完成
した床クリーナーは、透明な黄色の様相を示した。
　実施例３に記載の凝集したＨＥＣを添加しないで、実施例１０に記載の床クリーナーの
コントロール用実施例を製造した。この比較用床クリーナー材料は、わずか３５０ｃｐｓ
の粘度しか有していなかった。
【００８２】
　実施例１１－食器洗い用液体
　食器洗い用液体の実施例を、前記の実施例で説明した凝集したＨＥＣを用いて製造した
。
【００８３】
　成分：
実施例３に記載の凝集したＨＥＣ（ヒドロキシエチルセルロース－ナトロソル（Ｒ）２５
０ＨＨ－ＧＦ　ＨＥＣ、ハーキュリーズ社より入手可能）、
ステパン製のラウレス硫酸アンモニウム：ステオール（Ｒ）ＣＡ４６０、
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ナトリウムアルファスルホメチルＣ１２～１８エステル（および）二ナトリウムアルファ
スルホＣ１２～１８脂肪酸塩：ステパン製のアルファ－ステップ（Ａｌｐｈａ－Ｓｔｅｐ
）ＭＣ－４８、
コカミドプロピルベタイン（ＣＡＰＢ）：ステパン製のアンフォソルＣＧ、
ラウラミンオキシド：ステパン製のアンモニクス（Ｒ）、
エタノール、
保存剤：ＤＭＤＭヒダントイン、ロンザ製のグライダント（Ｒ）。
【００８４】
　食器洗い用液体を以下の比率で製造した。
１５９．９４ｇの脱イオン水、
０．３２ｇの実施例３の凝集したＨＥＣ、
０．８１ｇの保存剤、
８０．８５ｇのラウレス硫酸アンモニウム（ステオールＣＡ４６０、ステパン）、
２６．１０ｇのナトリウムアルファスルホメチルＣ１２～１８エステル（および）二ナト
リウムアルファスルホＣ１２～１８脂肪酸塩、
１２．９９ｇのコカミドプロピルベタイン（ＣＡＰＢ）、
１２．９９ｇのラウラミンオキシド、
６．００ｇのエタノール。
【００８５】
　食器洗い用液体を以下の手法を用いて製造した。実施例３に記載の凝集したＨＥＣを、
混合しながら脱イオン水に添加した。この溶液を約１５分間混合を継続した。続いてこの
溶液にＤＭＤＭヒダントインを添加し、この溶液をさらに約５分間混合を継続した。成分
の残りを、連続的に撹拌しながら上記の列挙に記載の順番で添加した。各成分を添加した
後、次の成分を添加する前に、得られた溶液を約１０分間または均一になるまで混合を継
続した。完了したら、食器洗い用液体のｐＨを、クエン酸を用いて７．６に調節した。
【００８６】
　最終的な食器洗い用液体は、９９ｃｐｓの粘度を有していた。そのｐＨは７．５５であ
り、透明な様相を示した。
　実施例３に記載の凝集したＨＥＣを添加しないで、実施例１１に記載の食器洗い用液体
のコントロール用実施例を製造した。この比較のための食器洗い用液体材料は、わずか３
０ｃｐｓの粘度しか有しておらず、透明な様相を示した。
【００８７】
　本発明を記載し、開示し、現実的に想定される具体的な実施態様または改変の様々な観
点で説明したが、それによって本発明の範囲が限定されることを目的としないし、限定さ
れるとみなされるべきでもなく、本明細書に記載の教示によって示され得るようなその他
の改変または実施態様も、それらが特に本明細書に添付された請求項の幅および範囲内に
含まれるように具体的に確保される。



(17) JP 5622396 B2 2014.11.12

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 5622396 B2 2014.11.12

【図５】 【図６】



(19) JP 5622396 B2 2014.11.12

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｃ１１Ｄ   3/37     (2006.01)           Ｃ１１Ｄ   3/37    　　　　          　　　　　

(74)代理人  100080137
            弁理士　千葉　昭男
(74)代理人  100096013
            弁理士　富田　博行
(74)代理人  100104374
            弁理士　野矢　宏彰
(72)発明者  モディ，ジャシャワント・ジェイ
            アメリカ合衆国デラウェア州１９７０７，ホッケシン，ラファエル・ロード　５７

    審査官  橋本　憲一郎

(56)参考文献  国際公開第０１／０３２１３２（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０００－２３４２９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－３２３７８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２６１６８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３１５７１３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｋ　　８／００－８／９９　　　　
              Ａ６１Ｑ　　１／００－９０／００
              Ｃ１１Ｄ　　３／３７　　　　
              　
              　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

